
第１２回 新居浜市障がい者・児 よいよ HAPPYな作品展 募集要項 
 

展示日時：令和７年１２月６日（土）～１２月８日（月） ※障害者週間（12/3～12/9）に合わせて実施 

     １０：００～１７：００ （最終日は１５：００まで） 

展示会場：イオンモール新居浜２階 イオンホール 

 

１ 趣旨 

 市内で創作活動に取り組んでいる障がい者児の作品を展示、紹介することで、障がい者児の活動を広げ、

市民の方々に広く障がいについて理解していただき、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的として

開催します。 

 

２ 主催 

 新居浜市／新居浜市障がい者自立支援協議会 

 企画・運営：よいよ HAPPYな作品展実行委員会（協力：木星舎） 

 

３ 応募資格 

（１）新居浜市に居住する障がい者児 

（２）新居浜市内で活動している障がい者児 

 （募集呼掛け：障がい福祉サービス事業所、作業所、地域活動支援センター、特別支援学校、特別支援

学級、精神科病院など） 

 

４ 応募規定 

２０２５年大阪・関西万博が開催されており、「万博」を題材に作品を募集します。 

（参考）メインテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」 

サブテーマ「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」 

 

●部門・・・絵画、書道、陶芸、写真、手工芸品、文芸（発表、未発表は問わない） 

 

部門 サイズ 

絵画 油絵、水彩、パステル、水墨画など 

額装 S３０号（９１㎝×９１㎝）以内  ※額装は自由 

書道 ２００㎝×８０㎝以内 

（額装の場合）１００㎝×１００㎝以内 ※額装は自由 

陶芸 幅、奥行き、高さの３辺の合計が１５０㎝以内 

写真 四つ切、四つ切ワイド、A４、A３ 

（カラープリント、白黒プリント）   ※額装は自由 

手工芸品 立体作品・・・幅、奥行き、高さの３辺の合計が３５０㎝以内 

平面作品・・・1辺の長さが１５０㎝以内（素材、ジャンルを問いません） 

文芸 詩歌、俳句、川柳など Ａ４サイズ以内 

※ 上記の規格を超える場合は展示できません。また、上記の規格内であっても、大型作品については、

事務局と事前相談の上、展示場への搬入・搬出を指定日時に出展者が責任をもって行ってください。 

 

●応募点数・・・いずれかの部門で１人１点。グループ作品１点。 

        手工芸品の小物（ビーズ、ミサンガなど）については、１人５点以内とする。（ただし、

展示の都合上、全てが展示できない場合があります。） 

  

●出展料・・・無料 



●出展上の注意 

 ・展示に際し、組み立てが必要な作品は、出展者が展示場において組み立てを行うこととする。 

 ・作品の形状、重量等により著しく展示が困難な場合は、展示できないものとする。 

５ 応募手続き 

令和７年１０月１日（水）から１１月７日（金）までに、「出展申込書」に必要事項を記入のうえ、事務

局（地域福祉課）まで、申込みをしてください。 

郵送：〒７９２－８５８５ 新居浜市一宮町一丁目５番１号 新居浜市役所地域福祉課 

ＦＡＸ：０８９７－３７－３８４４  Ｅメール:n12143@city.niihama.lg.jp 

 ※申込書・募集要項は新居浜市役所ＨＰからもダウンロードできます。 

 ※委託相談支援事業所にも申込書・募集要項があります。（新居浜市社会福祉協議会障がい者相談支援事業所、

支援センターあゆみ苑、生活支援センターわかば、まごころの会、どんでんどん、まさき育成園） 

 

６ 作品の搬入・搬出について 

 ◇搬入について 

 ア）１２月１日（月）、２日（火）、３日（水）の１０：００～１２：００の間に、新居浜市旧消防庁舎

３階３２会議室に搬入してください。（搬入場所は別紙地図を参照） 

 イ）作品の裏面に「題名」「作者名」を記入した「裏貼りラベル」を貼付してください。 

「裏貼りラベル」は、募集要項から切り取ってお使い下さい。 

 ウ）作品のサイズ、重量等によっては、作品展会場へ自らの搬入・搬出をお願いする場合があります。 

 エ）展示会場へ運ぶため、立体作品は箱などに入れてお持ちください。 

 

◇作品の搬出について 

ア）１２月８日（月）１５時１５分から１６時の間に各自で会場（イオンホール）まで取りに来て、搬

出してください。 

 イ）上記ア）の時間に取りに来られない場合は、新居浜市役所に持ち帰りますので翌日以降に新居浜市

役所までとりにきてください。 

 ウ）上記ア）の時間に取りに来られないことが事前に分かっている場合は、申込み時に作品をお返しす

る方法を事務局に相談しておいてください。 

 

７ 作品の展示について  

 ア）作品の展示は、主催者が行います。 

 イ）申込書に記入した展示用ラベルの内容を、事務局で展示ラベルに作成し、作品と一緒に掲示します。 

 

８ その他 

・故意あるいは重大な過失があった場合を除き、主催者は応募作品の損害について責任を負いません。 

・応募作品の写真は主催者が印刷物等に使用できることとします。 

・作品展に報道が入る場合は、作品、氏名がニュース、新聞等に掲載されます。 

・個人情報は、作品展のみの目的で使用します。 

・「万博」が題材でない作品も受付します。 

・不明な点は、事務局にお問い合せください。      ＊裏貼りラベルは、切ってお使いください。 

 

９ 販売について 

 ・出展作品の販売については、各自で対応をお願いします。 

 

１０ 事務局 

新居浜市役所 地域福祉課（担当：神田） 

〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目 5番１号 

℡：0897-65-1237  fax：0897-37-3844 

Eメール：n12143＠city.niihama.lg.jp 

※お問い合せ、お申し込みは、地域福祉課へお願いします。 
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